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１． 議事日程 （第 ２ 号）

　○日程第  １　　 認定第   １ 号　令和４年度宇検村一般会計歳入歳出決算について

　○日程第  ２　　 認定第　 ２ 号　令和４年度宇検村国保事業特別会計歳入歳出決算について

　○日程第　３　　 認定第　 ３ 号　令和４年度宇検村国保施設事業特別会計歳入歳出決算について

　○日程第　４　　 認定第　 ４ 号　令和４年度宇検村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について

　○日程第　５　　 認定第　 ５ 号　令和４年度宇検村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について

　○日程第　６　　 認定第　 ６ 号　令和４年度宇検村漁港漁村集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いて

　○日程第　７　　 認定第　 ７ 号　令和４年度宇検村介護保険事業特別会計歳入歳出決算について

　○日程第　８　　 認定第   ８ 号　令和４年度宇検村後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算につい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 て　　　　　　　　　　　 （以上８件一括上程 ・ 委員長報告 ・ 討論 ・ 採決）

　○日程第　９　　議案第４２号　宇検村簡易水道事業の設置に関する条例の制定について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（説明 ・ 質疑 ・ 討論 ・ 採決）

　○日程第１０　　議案第４３号　宇検村集落排水事業の設置等に関する条例の制定について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（説明 ・ 質疑 ・ 討論 ・ 採決）

　○日程第１１  　議案第４４号　鹿児島県市町村統合事務組合を組織する地方公共団体の名称の変更及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 び同組合規約の変更について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（説明 ・ 質疑 ・ 討論 ・ 採決）

　○日程第１２  　同意第１１号　宇検村固定資産評価審査委員会委員の選任について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（説明 ・ 質疑 ・ 討論 ・ 採決）

　○日程第１３  　議員派遣の件について

　○日程第１４　　常任委員会の閉会中の所管事務調査の件について

　○日程第１５　　議会運営委員会の閉会中の所管事務調査の件について

　○閉会の宣言

１． 本日の会議に付した事件

　　　　　議事日程のとおり　

令和５年第３回宇検村議会定例会会議録

令和５年９月 19 日（火曜日）午前９時３０分開議
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△ 開 会 午前９時３０分 

〇事務局長（松井 学君） 

 ご起立願います。一同、礼。 

○議長（杉浦治俊君） 

 これから、本日の会議を開きます。 

 

△ 日程第１ 認定第１号 令和４年度宇検村一般会計歳入歳出決算について 

△ 日程第２ 認定第２号 令和４年度宇検村国保事業特別会計歳入歳出決算について 

△ 日程第３ 認定第３号 令和４年度宇検村国保施設事業特別会計歳入歳出決算について 

△ 日程第４ 認定第４号 令和４年度宇検村一般簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につい 

             て 

△ 日程第５ 認定第５号 令和４年度宇検村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につい 

             て 

△ 日程第６ 認定第６号 令和４年度宇検村漁港漁村集落排水事業特別会計歳入歳出決算に 

             ついて 

△ 日程第７ 認定第７号 令和４年度宇検村後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算につ 

             いて 

△ 日程第８ 認定第８号 令和４年度宇検村後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算につ 

             いて 

○議長（杉浦治俊君） 

 日程第1、認定第1号、令和4年度宇検村一般会計歳入歳出決算についてから、日程第8、認定第8

号、令和4年度宇検村後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算についてまでの8件を一括議題とし

ます。 

 本8件について、決算審査特別委員長の報告を求めます。 

決算審査特別委員会（保池穂好君） 

 皆さん、おはようございます。それでは、決算審査の報告をいたします。 

 令和5年第3回定例会において、全員で構成する決算審査特別委員会に付託されました令和4年度宇

検村一般会計歳入歳出決算及び7特別会計歳入歳出決算審査の結果を下記のとおり報告いたします。 

 令和4年度宇検村一般会計歳入歳出決算及び特別会計（①国保事業、②国保施設事業、③簡易水道

事業、④特別集落排水事業、⑤漁港漁村集落排水事業、⑥介護保険事業、⑦後期高齢者医療事業）

の決算審査について審査いたしました。 

 住民の税収を財源に住民生活や福祉向上のために、単年度にどれ程の行政効果・経済効果をもた

らしたか、無駄を省いた歳入・歳出が的確に執行されているか、又、全ての村民に公正、公平に行

政運営が行われているかを、重点に審査した結果、全会一致で原案のとおり認定すべきものと可決
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いたしました。 

 審査の詳細について、以下報告いたします。 

 一般会計決算について。 

 歳入決算総額37億2567万円で、主な内訳は自主財源5億4,354万8,000円で14.5％、依存財源は31億

8,212万2,000円で85.5％、繰越金は2億6,311万円で7.1％となっております。 

 村税と税外収入については、現年度の徴収率が98.1％となっており、職員の取組が高く評価でき

るが、収入未済総額は916万5,000円、不納欠損額が27万5,000円と多額で深刻な状況にあります。主

な収入未済額については、村税の固定資産税が222万2,000円で不納欠損額は24万1,000円、住宅使用

料が680万8,000円であり前年度より61万4,000円増加している。滞納者対策については、村民の公平

公正な観点からも適正な徴収対策をしていただくことを強く望みます。 

 歳出決算総額は35億5,374万3,000円で、内訳は義務的経費13億1,900万7,000円で、前年度比127万

7,000円の減、投資的経費7億5,888万5,000円で前年度比8,428万3,000円の減、その他の物件費、繰

出金等は14億7,585万1,000円で前年度比9,544万6,000円の減で、本年度歳出総額は前年度比1億

8,100万6,000円の減となっております。 

 少子高齢化で人口減少に歯止めが立たない現状ですが、職員一丸となって村民への福祉向上・経

済活性化に努めるよう切望いたします。 

 特別会計決算について。 

 7特別会計歳入決算総額9億5,166万9,000円で、前年度比7.9%の増、歳出決算総額9億2,897万2,000

円で、前年度比10.9%の増となっております。 

 国民健康保険事業においては、現年度の税の徴収率は95.9%で前年度より0.6ポイント低く、収入

未済総額は131万4,000円であります。 

 その他の6特別会計で収入未済総額は364万円、現年度の使用料徴収を中心に行っているためでは

あるが、滞納額が高額となっており、今後一般会計と同様に、全庁的な取り組みを求めます。 

 本来、特別会計は独立採算が原則であるが、依然として一般会計からの繰入が多く、一般会計の

財政を圧迫している状況は長期的な計画や抜本的な対策が求められます。 

 集落排水事業の加入率については、8割の加入率となっておりますが、引き続き加入率の向上に努

めていただきたいと思います。漁港漁村集落排水事業は、80.9％が繰入の現状から将来を見据えた

抜本的な対策と、村としての将来の方向性を引き続き摸索する必要がある。 

 令和4年度決算は概ね初期の目的に沿って執行されたと評価します。 

 経常収支比率92.5％、実質公債費比率8.5％、将来負担比率はなしで、改善傾向にあるが、財政健

全化に向けて尚一層の努力を切望する。 

 又、一般会計及び7特別会計の起債残高合計は50億3,591万2,000円です。財政の弾力化、健全化に

向けて、更なる行財政改革の持続的な努力と自主財源確保のための施策が求められることが今後の

課題と言えます。 
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 主な質疑・意見といたしましては、 

・交付税の当初予算額を、決算見込み額にしてはどうか。 

・住宅使用料の滞納状況について、平等性の観点からも少額でも徴収すべき。 

・住宅使用料滞納者の死亡者や居所不明者については、連帯保証人の確認を行い徴収や不納欠損の

検討をしてほしい。 

・ねこ対策事業について、ノネコは減少傾向にあるが、今後の見通しについて改めて検証を行い、

今後の事業の方針について検討する時期ではないか。 

・村単独事業の住宅助成やビニールハウス助成について、事務手続きの簡素化はできないか。 

・集落排水事業の加入率の向上に向けて努力をしてほしい。 

・一般会計の不用額が多く、適正な予算の管理執行を求める。 

 審査の結果。 

 本決算審査特別委員会に付託された令和4年度一般会計及び7特別会計決算は、全会一致で認定す

ることに決定しました。 

 コロナ禍から回復がみられる経済状況の中、本村においても日常生活や経済・社会活動が発展で

きるよう様々な施策を実施されることを強く望みます。 

 最後に、執行部は本特別委員会の指摘と提言を真摯に受け止められて、職員一人一人が問題意識

をもって財政の健全運営に努め、改善を行い、地域の活性化に取り組む事を強く要望して、令和4年

度決算審査特別委員会の報告とします。 

○議長（杉浦治俊君） 

 ただいま委員長報告がありましが、全員で構成する特別委員会で慎重に審査が尽くされておりま

すので、認定第1号から認定第8号までの委員長に対する質疑は省略したいと思います。 

 これから、認定第1号から認定第8号までの8件を一括討論を行います。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、認定第1号、令和4年度宇検村一般会計歳入歳出決算についてを採決いたします。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は、認定すべきものとの報告であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 起立多数です。 
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 認定第1号、令和4年度宇検村一般会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

 日程第2、認定第2号、令和4年度宇検村国保事業特別会計歳入歳出決算についてを採決いたしま

す。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は、認定すべきものとの報告であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 起立多数です。 

 認定第2号、令和4年度宇検村国保事業特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定し

ました。 

 日程第3、認定第3号、令和4年度宇検村国保施設事業特別会計歳入歳出決算についてを採決いたし

ます。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は、認定すべきものとの報告であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 起立多数です。 

 認定第3号、令和4年度宇検村国保施設事業特別会計歳入歳出決算については、認定することに決

定しました。 

 日程第4、認定第4号、令和4年度宇検村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算についてを採決いたし

ます。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は、認定すべきものとの報告であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 起立多数です。 

 認定第4号、令和4年度宇検村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算については、認定することに決

定しました。 

 日程第5、認定第5号、令和4年度宇検村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算についてを採決い

たします。 

 この採決は起立によって行います。 
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 本件に対する委員長報告は、認定すべきものとの報告であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 起立多数です。 

 認定第5号、令和4年度宇検村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算については、認定すること

に決定しました。 

 日程第6、認定第6号、令和4年度宇検村漁港漁村集落排水事業特別会計歳入歳出決算についてを採

決いたします。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は、認定すべきものとの報告であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 起立多数です。 

 認定第6号、令和4年度宇検村漁港漁村集落排水事業特別会計歳入歳出決算については、認定する

ことに決定しました。 

 日程第7、認定第7号、令和4年度宇検村介護保険事業特別会計歳入歳出決算についてを採決いたし

ます。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は、認定すべきものとの報告であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 起立多数です。 

 認定第7号、令和4年度宇検村介護保険事業特別会計歳入歳出決算については、認定することに決

定しました。 

 日程第8、認定第8号、令和4年度宇検村後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算についてを採決

いたします。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は、認定すべきものとの報告であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（杉浦治俊君） 
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 起立多数です。 

 認定第8号、令和4年度宇検村後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算については、認定するこ

とに決定しました。 

 

△ 日程第９ 議案第42号 宇検村簡易水道事業の設置等に関する条例の制定について 

○議長（杉浦治俊君） 

 日程第9、議案第42号、宇検村簡易水道事業の設置等に関する条例の制定についてを議題といたし

ます。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○村長（元山公知君） 

 皆様、おはようございます。それでは、議案第42号について提案理由のご説明をいたします。 

 議案第42号は、宇検村簡易水道事業の設置等に関する条例の制定についてですが、簡易水道事業

に地方公営企業法の財務規定等を適用するため、条例を定めるもので、議会の議決を求めるもので

す。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（杉浦治俊君） 

 これで、提案理由の説明は終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第42号、宇検村簡易水道事業の設置等に関する条例の制定についてを採決いたし

ます。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦治俊君） 
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 異議なしと認めます。 

 議案第42号、宇検村簡易水道事業の設置等に関する条例の制定については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

△ 日程第10 議案第43号 宇検村集落排水事業の設置等に関する条例の制定について 

○議長（杉浦治俊君） 

 日程第10、議案第43号、宇検村集落排水事業の設置等に関する条例の制定についてを議題としま

す。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○村長（元山公知君） 

 議案第43号について、提案理由のご説明をいたします 

 議案第43号は、宇検村集落排水事業の設置等に関する条例の制定についてですが、集落排水事業

に地方公営企業法の財務規定等を適用するため、条例を定めるもので、議会の議決を求めるもので

す。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（杉浦治俊君） 

 これで、提案理由の説明は終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第43号、宇検村集落排水事業の設置等に関する条例の制定についてを採決いたし

ます。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（杉浦治俊君） 

 異議なしと認めます。 

 議案第43号、宇検村集落排水事業の設置等に関する条例の制定については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

△ 日程第11 議案第44号 鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の名称の変 

更及び同組合規約の変更について 

○議長（杉浦治俊君） 

 日程第11、議案第44号、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の名称の変更及び

同組合規約の変更についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○村長（元山公知君） 

 議案第44号について、提案理由のご説明をいたします 

 議案第44号は、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の名称の変更及び同組合規

約の変更についてですが、組合を組織する地方公共団体の「伊佐北姶良環境管理組合」が「伊佐湧

水環境管理組合」に名称変更したことに伴い組合規約を変更する必要があるため、地方自治法第286

条第1項及び第290条の規定により議会の議決を求めるものです。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（杉浦治俊君） 

 これで、提案理由の説明は終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第44号、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の名称の変更及び

同組合規約の変更についてを採決いたします。 
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 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 異議なしと認めます。 

 議案第44号、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の名称の変更及び同組合規約

の変更については、原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第12 同意第11号 宇検村固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ 

とについて 

○議長（杉浦治俊君） 

 日程第12、同意第11号、宇検村固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

○村長（元山公知君） 

 同意第11号について、提案理由のご説明をいたします。 

 同意第11号は、宇検村固定資産評価審査委員会委員の選任についてですが、宇検村湯湾2937番地

34、伊村廣文氏を宇検村固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の

規定により、議会の同意を求めるものです。 

 よろしくご審議をお願いします 

○議長（杉浦治俊君） 

 これで、提案理由の説明は終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 
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 これから、同意第11号、宇検村固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いてを採決いたします。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 起立多数です。 

 したがって、同意第11号、宇検村固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついては、同意することに決定しました。 

 

△ 日程第13 議員派遣の件について 

○議長（杉浦治俊君） 

 日程第13、議員派遣の件についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 お手元に配布のとおり、本村議会議員を派遣することに決定したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 異議なしと認めます。 

 お手元に配布のとおり本村議会議員を派遣することに決定しました。 

 

△ 日程第14 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件について 

○議長（杉浦治俊君） 

 日程第14、常任委員会の閉会中の所管事務調査の件についてを議題とします。 

 総務文教常任委員長及び建設経済常任委員長から所管事務調査のうち、会議規則第75条の規定に

よってお手元にお配りした所管事務調査事項について、閉会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 それぞれの委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、各委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

 

△ 日程第15 議会運営委員会の閉会中の所管事務調査の件について 
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○議長（杉浦治俊君） 

 日程第15、議会運営委員会の閉会中の所管事務調査の件についてを議題とします。 

 議会運営委員長から会議規則第75条の規定によって、お手元にお配りしてあります本会議の会期

日程と会議の運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出

があります。 

 お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（杉浦治俊君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 これで、本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 令和5年第3回宇検村議会定例会を閉会します。 

〇事務局長（松井 学君） 

 ご起立願います。一同、礼。 

閉会 午前 ９時５５分 

 

地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 

 

宇検村議会議長  杉 浦 治 俊 

 

宇検村議会議員  吉 永 常 明 

 

宇検村議会議員  喜 島 孝 行 

 

 


